
.

5/26（火） 6/26（金） 7/27（月） 8/26（水） 9/28（月） 10/26（月） 11/26（木）

6/12（金） 7/10（金） 9/11（金） 9/11（金） 10/9（金） 11/13（金） 12/11（金）

児童費 3,600 2,000 2,000 0 0 0 0 7,600

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 3,600 2,700 2,700 700 700 700 700 11,800

児童費 2,400 2,000 2,000 0 0 0 0 6,400

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 2,400 2,700 2,700 700 700 700 700 10,600

児童費 3,800 3,000 2,000 0 0 0 0 8,800

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 3,800 3,700 2,700 700 700 700 700 13,000

児童費 4,100 4,000 0 0 0 0 0 8,100

積立金 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 18,000

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 4,100 6,700 4,700 4,700 4,700 4,700 700 30,300

児童費 5,700 4,000 0 0 0 0 0 9,700

積立金 0 0 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 22,000

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 5,700 4,700 4,700 5,700 5,700 4,700 4,700 35,900

児童費 3,200 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 0 24,200

積立金 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000

ＰＴＡ会費 0 700 700 700 700 700 700 4,200

合計 5,200 5,700 5,700 4,700 4,700 3,700 700 30,400

～この用紙は、１年間家庭で保管ください。～

　臨時休校中ですが、就学援助の申請は随時受付をしています。

４月１日認定を希望される場合は、６月３０日（火）までに持参または

小松小学校まで申請書等の提出をお願いします。

※　一般①（税情報同意）申請の締切は５月１５日（金）です。

※　振替手数料の保護者負担軽減のため、徴収を１１月までとします。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

（令和２年度就学援助申請について）

※　就学援助 早期1申請 認定者の口座振替については、ＰＴＡ会費のみとなります。（1年生のみ）

※　５年生は２２，０００円、６年生は２，０００円を、修学旅行費用としてそれぞれ徴収します。

※　池田泉州銀行の登録口座より口座振替します。口座振替１件につき、手数料が１１円かかりますのでご了承ください。

保　護　者　様

令和2年度　学校徴収金の納入について

口座振替日 年間
徴収額現金徴収日

１年

２年

３年

※　４年生は林間学習費用として１８，０００円を徴収します。

　臨時休校中により通常の教育活動が実施できていないなかご理解、ご協力ありがとうございます。

本校の教育活動を進めていくにあたり、保護者の皆様から学校徴収金等を徴収しております。徴収金額等

については、下記のとおりです。なお、口座振替不能の場合は、未納通知でお知らせしますので、現金にて

事務室まで納入ください。口座振替日前日までに口座への入金をお願いします。なお、予算書については

後日、HPにアップしますのでご確認ください。学校給食費について、今年度の徴収はありません。

記

６年

４年

５年

令和 2 年 4 月 20 日

大阪市立小松小学校

校　長　兵庫　唯史


